
５月は『自転車月間』！

カモンくん

信号無視禁止！ ながら運転禁止！

一時停止の徹底！ 歩行者に優しい運転を！

見られています、その運転！

しっかり止まってはっきり確認！
山形県では条例により

○自転車保険加入が義務

○ヘルメット着用が努力義務

となっています。

山形県警察


